
 

- 1 - 

「２０１４年版 各国・地域の貿易・投資上の問題点と要望」調査結果の特徴 
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「貿易・投資円滑化ビジネス協議会」（代表 紿田英哉）は、日本企業が

その貿易相手・投資先国である世界各国・地域統合において直面している

障壁に関するアンケート調査（2014 年 1 月）の結果を取りまとめ、『2014

年版 各国・地域の貿易・投資上の問題点と要望』一覧表を本報告書及び

協議会ウェブサイトに公表した。 

（ 2014 年 版 速 報 版 の 全 文 は 、 協 議 会 HP ：

http://www.jmcti.org/mondai/sokuhou.htmlをご参照。） 
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１．2013年世界経済の概観 

 

 世界経済は、実質GDP成長率が2008年のリーマンショックによるマイナ

ス成長への大幅落ち込みから2010年には新興国の早期回復もあって5.2％

の成長となった後、長引く欧州債務危機や中国等の新興国の減速により成

長率が漸減傾向となり、2013年には3.2％の緩やかな成長にとどまった。

日本は1.5％の先進国の平均レベルで推移している。 

 世界の貿易(輸入)はリーマンショックからの回復がなされたものの、

2012年～13年に全体として伸びが足踏み状態となっている。先進国・新興

国共に、国・地域でバラツキがみられ、堅調な伸びを示すドイツ、米国、

英国、中国、ブラジルと低水準のフランス、イタリア、ロシア、インド、

南アに分かれる。日本の輸出は、2012年後半から円安基調に転じたものの、

ドルベースでの伸びはマイナスを続けており、リーマンショック前の水準

を回復していない。 

 世界の対外直接投資は、2013年には特に新興国・途上国が大幅に伸びて

2年ぶりに増加した。日本の直接投資先は、アジアと北米とEUがそれぞれ

約 3 分の 1 弱となっており、2013 年にはアジアは、タイ、シンガポール、

フィリピンなどのASEAN向けが大きく増加したが、中国とインドが減少し

た。 

 こうした状況にあって、リーマンショック後世界の保護主義措置をウオ

ッチしているWTOは、2012年 10月～13年 11月までの1年間で、世界主要

な先進国・新興国30か国の新規の貿易制限措置（貿易円滑化措置、貿易救

済措置、他の貿易関連措置、SPS 措置）が、前年同期の 308 件から 407 件

に約100件増加し、それによって影響を受ける金額は合計2,400億ドルに

上り世界商品輸入額の1.3％に相当するとしており、WTOでの貿易自由化を

成功裏に行う更なるマルチラテラルのイニシアティブが必要とされている

としている。また、WTO は、同 1 年間で、地域貿易協定（すなわち自由貿

易協定FTA）が新たに23の届け出があり、現在合計250発効しているとし、

FTA の交渉及び合意は多角的貿易システムの発展ために重要な波及効果を

持つものであるとしている。 

こうした中で、WTO では 2013 年 12 月に開催されたバリ閣僚会議におい

て、ドーハ開発ラウンドとしては始めてのマルチラテラルな成果として貿

易円滑化協定を含むバリ・パッケージに合意することができたものの、貿

易円滑化協定のWTO議定書採択をインドが拒否してその発効見通しが突然

不透明になりWTOマルチでのルール形成の難しさを浮き彫りにした。2012

年より交渉を行っている拡大ITA、2014年年初に交渉開始に合意する環境

物品自由化交渉に代表されるように、WTO での自由化推進の交渉の場はプ

ルリラテラルに移りつつある感があるが、拡大ITA交渉が中国の消極姿勢

によって目標としている 2013 年に妥結ができなかった。WTO ではマルチ、

プルリともに既存の規律での対応を余儀なくされている。 

一方、自由貿易協定の交渉及び締結による貿易・投資の自由化・円滑化

が推進されている。我が国は、2013年に環太平洋経済連携協定（TPP）、日

EU EPA、東アジア地域包括的経済連携（RCEP）、日中韓FTAといった大型の

広域FTA交渉（いわゆる“メガFTA”）に相次いで参加、開始した。また米

欧間では環大西洋貿易投資パートナーシップ（TTIP）の交渉が開始された。

これらのFTA交渉は、参加国の貿易・投資上の障壁を洗い出し浮き彫りに

する効果がある。またTPPなどのメガFTA交渉が同時並行して進行し相互

に刺激して貿易・投資の自由化・円滑化ルールが“WTO プラス”の高水準

となることが期待される。 

 

２．2014年版調査結果における主な特徴 

 

2014年総集版において指摘された問題点の特徴の主な傾向は、以下の通

り。 

 

① 国別では、新興国・途上国（OECD非加盟国）が中国を筆頭にブラジル、

インド、インドネシア、ベトナム、ロシア、タイ、マレーシア、ペルー、

アルゼンチン等の問題数が多く指摘され、新興国・途上国の問題数が全
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体の約 3 分の 2 を占めている。先進国（OECD 加盟国）では、米国、メ

キシコ、EU、韓国、オーストラリア、トルコの問題数が新興国と並んで

多く指摘されている。 

② 国別に2009年、2012年、2014年の3ヵ年を比較すると、中国、ブラジ

ル、インドネシア、アルゼンチン、ベネズエラ、ウクライナ、南アフリ

カの問題数が増加基調にある。米国、インドネシア、ベトナムは問題数

が高止まりしている。一方、インド、ロシア、タイ、オーストラリア、

マレーシア、台湾、フィリピンといった国々が減少基調にある。リーマ

ンショック直後の2009年と2014年の2ヵ年の比較でみると、中国とブ

ラジルが大幅に増加し、また EU、韓国、ペルー、アルゼンチン、トル

コ、ベネズエラ、ウクライナ、南アフリカ、バングラデシュが増加した。

一方、インド、メキシコ、ロシア、タイ、オーストラリア、マレーシア、

台湾、カナダ、フィリピンが減少している。 

③ 問題項目別では、2014年には2009年に較べて問題数は減少したものの、

輸出入規制・関税・通関規制、雇用、税制の3分野の問題がとくに多く

指摘され合わせて全体の半分弱を占める。これら上位3分野に続いて知

的財産制度運用、諸制度・慣行・非能率な行政手続き、工業規格・基準

安全認証、法制度の未整備・突然の変更について問題数が多く指摘され

ている。 

④ 問題項目別に2009年、2012年、2014年の3カ年を比較すると、知的財

産制度運用、法制度の未整備・突然の変更、技術移転要求、工業規格・

基準安全認証について問題数が増加基調にある。 

 

（図 1）2014年版各国・地域の貿易・投資上の問題点と要望：問題件数の国別順位（45カ国） 
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（図 2）2014年版各国・地域の貿易・投資上の問題点と要望：国別問題件数－上位25位 3カ年比較（2009年、2012年、2014年） 
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（図 3）2014年版各国・地域の貿易・投資上の問題点と要望：区分別問題点割合比較 
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（図 4）2014年版各国・地域の貿易・投資上の問題点と要望：区分別問題件数－3カ年比較（2009年、2012年、2014年） 
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⑤ 新興国・途上国（非 OECD 加盟国）、先進国（OECD 加盟国）とも問題指

摘が多い分野は、輸出入規制・関税・通関規制、税制、雇用、知的財産

制度運用であるが、新興国・途上国ではこの4分野で全体の1/2強であ

り、その後、諸制度・慣行・非能率な行政手続き、法制度の未整備・突

然の変更、工業規格・基準安全認証、為替管理、外資参入規制、金融、

環境問題・廃棄物処理問題、利益回収といった分野の問題指摘が続く。

一方先進国では、この4分野で60%超を占め、その後に続く分野が環境

問題・廃棄物処理問題、諸制度・慣行・非能率な行政手続き、工業規格・

基準安全認証、法制度の未整備・突然の変更の問題、為替管理でほぼ全

ての状況である。 

⑥ 2013年と比較し、新規の指摘問題数が多い国は、FTAのハブとして日本

企業進出の関心が高いメキシコ、中国からのシフト先として関心を集め

るベトナム、障壁はあるものの企業の進出意欲が高いブラジル、インド、

我が国との間でEPA交渉が急進展したオーストラリア、政治経済の混乱

を反映したベネズエラ、ウクライナ等である。 
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（図 5）OECD加盟国と非OECD加盟国との区分別問題件数割合の比較（2014年） 
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３．中国は、新規の指摘は減ったが従前の障壁の改善が少ないた

め問題数が累増し引き続き最多：輸出入規制・関税・通関

規制、税制、雇用、知的財産制度運用、工業規格・基準安

全認証がトップ5 

 

① 中国は社会主義体制下で市場経済化を図り外資を積極導入して高度成

長し世界の工場として経済大国・貿易大国となり、我が国企業が最大の

生産拠点を置く国となっている。WTO に加盟して 10 数年経つが、依然

として政府による各種管理、規制措置が残存し制度・運用・手続きの不

透明性が広範に存在している。急速な経済発展は労務費の急上昇や所得

格差・地域格差、エネルギー非効率、環境問題等の様々な構造矛盾を生

み、安定成長への転換と産業構造改革、内需拡大、省エネ・環境対策、

腐敗対策が進められている。また減速が懸念される外資流入や輸出貿易

を拡大するために新たに自由貿易試験区の創設や外資規制の緩和、クロ

スボーダー人民元決済の拡大などの対策を打ち出している。対外的には

アジアでの地政学的リーダーシップを追求し新興国との戦略的連携や

FTAを推進しているが、領土問題で近隣国との軋轢が生じている。 

② 中国の問題総数は前年比 5％増えて世界全体の 12.5％を占め最も多く

指摘されている。新規に指摘された件数は中国経済の減速や我が国から

の直接投資の大幅減少などを反映して約 1 割減少したにも拘らず問題

総数が増加した。これは、従前の問題が多く改善されず残っているため

である。内訳は、輸出入規制・関税・通関規制と税制の分野の問題数が

大きく増加した。また雇用、知的財産制度運用、法制度の未整備・突然

の変更の分野も増加して、これらに工業規格・基準安全認証も含めると
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全体の 65％を占める。一方、外資規制緩和・外資優遇策導入などから

外資参入規制の分野で問題数が大きく減少した。 

③ 輸出入規制・関税・通関規制分野では、広範な品目での高輸入関税賦課、

国際通念と異なる恣意的関税評価、税関により異なる関税分類の不統

一・恣意性、通関手続きの煩雑・遅延・不透明さ、日中関係悪化による

通関困難及び懸念、アンチダンピング提訴の乱用と不合理な課税継続、

鉱物資源の輸出規制、FTA原産地証明・原産地表示要件の不透明等、多

数の問題指摘がある。 

④ 税制では、税制の頻繁な改正・猶予期間の不足、担当者により異なる税

法の解釈・制度運用の恣意性、比較対象企業選定の不合理を含む移転価

格調査の恣意的な実施、APA 制度の不活用、出向者の役務提供への PE

課税、増値税の還付遅延・不還付、税務行政の地域差・不統一、外国法

人に対する特別税制、連結納税の内外差別等の問題がある。 

⑤ 雇用では、労働者保護色の強い労働法制下での人件費の急上昇、人材確

保難、労働者の要求過激化のトリレンマの労働問題が発生、日中社会保

障協定未締結下での社会保険法施行による現地就業外国人の保険料二

重払いが生じ得る。また、人の移動で、出向者等の就労ビザ取得要件の

厳格化・手続き遅延、居留ビザ発給手続き遅延の問題がある。 

⑥ 特許、実用新案、意匠、商標、著作権など知的財産権の保護不足・罰則

不足・執行不足などによる権利侵害が多発している。依然として模倣

品・海賊版が国内で横行し世界へ流出している。 

⑦ 工業規格・基準安全認証では、独自の国家規格の制定、ccc取得手続き

の煩雑・不透明、輸入機器・原材料に対する試験判定基準・手続きの不

透明などの問題が指摘されている。 

⑧ 法制度の未整備、突然の変更では、法律・制度の頻繁な変更・突然の変

更、関係当局・担当者による法制度解釈の不整合・不統一、法律の実施・

運用の地域格差・不統一、法律の実施運用規則の不備・発効遅延などの

問題が指摘されている。 

 

（図 6）中国の貿易・投資上の問題点：区分別問題件数（2014年） 
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４．東南アジアではインドネシア、タイ、ベトナム等問題数が減

少基調、南アジアではインドが増加に転じる 
 
（１）インドネシア：輸出入規制・関税・通関の問題、雇用、税制

が三大問題分野、外資参入規制も多く指摘、保護主義的措置

や法制度運用の不透明性が問題 

① 輸出入規制については、ニッケル等鉱物資源について国内高付加価値化

義務を課し、未製錬鉱石の輸出禁止措置等がある。突然の輸入関税引き

上げや部品と完成品の間での不平等な関税率設定など保護貿易主義措

置がとられている。税関による関税の過大徴収、FTA締約国内での関税

分類や原産地証明書記載要件の認識差の問題がある。輸入ライセンスに

ついて同一生産会社が原材料の輸入ライセンスと完成品の輸入ライセ

ンスの両方を取得できないこと、EDIでの輸出入通関システムが構築済

にもかかわらず書面申請も並行して行わなければならないこと、通関規

制については、担当官により要求する書類が異なる、通関に時間を要す

る等の問題がある。 

② 外資規制では、ネガティブリストで外資の出資比率上限規制、ダイベス

トメント義務（外資100％会社の一部株式を現地人への売却義務）の不 

 

合理と不透明、外資建設業者への現地企業とのジョイントベンチャー要

求、政府強制による石炭生産量上限設定がある。 

③ 雇用については、経営者への罰則を厳しくする一方、労働者の違法行為

に対する罰則が寛大といった労働者有利の労働法の問題、過激な労働組

合運動、現地人雇用義務、派遣社員の正社員化義務、コア業務への派遣

社員雇用規制、就労ビザ取得手続の煩雑・遅延といった問題がある。 

④ 税制では、前払い法人税率の引き上げ、実行不可能な税務規則での解釈

の曖昧さ、履行細則の無い税務調査の不透明さ・遅延問題がある。また

移転価格税制も不透明・恣意的運用が行われているとの指摘がある一方、

還付請求についても税務長の恣意的実施・還付困難の問題がある。 

⑤ 法制度の未整備・突然の変更では、立法から施行までの法制度が不整

合・不透明との問題、矛盾する法令の発布、法令施行規則の不備・運用

の不透明問題、税法・規則の頻繁な変更、移行期間の無い輸入規制の発

布と遡及適用問題、契約・覚書でのインドネシア語の使用義務等の問題

指摘が多い。 

⑥ その他については、インフラ問題を中心に、道路・交通インフラ未整備、

電力供給の不足・不安定、通信インフラ未整備、生活インフラ未整備、

港湾設備の能力不足・設備の未整備等の問題がある。 

（図 7）インドネシアの貿易・投資上の問題点：区分別問題件数（2014年） 
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（２）タイ：FTAや通関に係る問題が3割弱、雇用、税制、知的

財産制度運用の問題が続く 

① 輸出入規制・関税・通関規制では、日タイEPA協定の自動車・同部品の

関税撤廃スケジュールの不遵守やタイ国内調達部品適用ルールの不透

明、ASEAN・インド FTA 原産地証明手続の二国間不整合、タイ EU FTA

交渉の遅鈍、一部電子部品や時計に関する高輸入関税の問題など FTA

に係る問題指摘が多い。また、関税や関税分類決定にあたっての恣意

性・不透明性、ノックダウン部品に対する不当なロイヤリティ見做し課

税、輸入検査実施機関の恣意的な運用といった税関手続きの恣意性・不

透明の問題がある。 

② 雇用では、労働許可取得・更新の煩雑・遅延、更には日帰り出張でも必

要となる短期出張者の労働許可取得義務・手続きの煩雑・遅延、外国人

駐在員の人数制限・タイ人雇用義務、全国一律の最低賃金の大幅引き上

げに伴う人件費高騰、人材供給の慢性的不足、有期雇用の限定等の問題

がある。 

③ 税制には、法人税務調査・更生における恣意的な法解釈、税法解釈の不

統一、VAT還付の遅延・未還付、日タイ間での技術支援料課税解釈の相

違といった問題がある。 

④ 知的財産制度運用では、政府による対処がほとんどできていないことに

よる模倣品の横行・不十分な知的財産権保護、知財保護条約への加盟が

進んでいないこと、自発的な特許分割出願不可、出願公開時期に関する

規定の不備、世界公知公用の未規定等の問題がある。 

⑤ その他、サービス業への外資参入規制、外資優遇策の縮小見直し、長期

間を要するTISI規格認証取得手続、不安定な政治情勢、治水対策の不

足や自然災害による保険料の高騰などの問題がある。 

 

 

（図 8）タイの貿易・投資上の問題点：区分別問題件数（2014年） 

2 1

3
2

16

1

3 6 7
5 3

1 2 1
5

0

5

10

15

20

外
資
参
入
規
制

国
産
化
要
請
・
現
地
調
達
率
と
恩

典

輸
出
要
請

撤
退
規
制

部
品
産
業
政
策
上
の
規
則

外
資
優
遇
策
の
縮
小

外
資
法
運
用
手
続

投
資
受
入
機
関
の
問
題

輸
出
入
規
制
・
関
税
・
通
関
規
制

自
由
貿
易
地
域
・
経
済
特
区
で
の

活
動
規
制

利
益
回
収

為
替
管
理

金
融

税
制

価
格
規
制

雇
用

知
的
財
産
制
度
運
用

技
術
移
転
要
求

工
業
規
格
、
基
準
安
全
認
証

独
占

土
地
所
有
制
限

環
境
問
題
・
廃
棄
物
処
理
問
題

諸
制
度
・
慣
行
・
非
能
率
な
行
政

手
続

法
制
度
の
未
整
備
、
突
然
の
変
更

政
府
調
達

そ
の
他

（件数）

 

 

 



 

- 10 - 

（３）インド：中国に次ぐエマージング大市場への成長ポテンシャ

ルに期待。輸出入規制・関税・通関規制、税制、工業規格・

基準安全認証の3分野での問題指摘が多く、雇用、非能率な

行政手続やインフラ未整備などに及ぶ多様な問題が存在 

① 輸出入規制・関税・通関規則では、鉄鉱石の輸出規制、追加税の上乗せ

による複雑で高い輸入関税、アンチダンピング規則の濫用、関税分類の

恣意的運用、原産地判定基準が厳格な日印FTA、FTA原産地証明手続の

二国間不整合、時間がかかる輸入通関手続きの煩瑣・遅延問題、輸入通

関時の最高小売価格の申告・表示義務の煩雑、関税還付手続きの煩雑、

過度に厳格な空港貨物検査の問題指摘がある。 

② 税制が複雑で進出企業の大きな負担となっている。高率の間接税（付加

価値税（12.5-20%）、中央売上税（2%）、サービス税（12%）、教育目的税

（2%））、州ごとに異なり複雑で種類も多く還付手続きが煩雑な税制、商

社活動への不当な更生・追徴課税等移転価格税制運用の不透明・恣意性、

長期出張者のPE取扱いに関する不透明さといった問題がある。 

③ 工業規格・基準安全認証の分野での問題指摘が多いのがインドの特徴。

概して実行されない工業規格・基準の問題、安全規格発布から施行まで

の短い猶予期間、異なる認証当局による二重規制・不統一、試験体制・

登録体制の未整備といった問題がある。 

④ 雇用では、ビザの有効期間が短くビザ取得・更新手続が煩瑣・不透明・

発給遅延、社会保障協定未発効、州ごとに異なる労働基準が設定の問題

が多く指摘。諸制度・慣行・非能率な行政手続き分野では、縦割り行政

により一般的に、窓口が不明、決定プロセスが複雑で多い、規模により

権限が国と州に分かれる諸規制・手続きの煩雑さについての問題が指摘。 

⑤ 為替管理での問題も多く指摘されている。海外からの商業借入への使途

規制があったり、実需原則により居住者・非居住者為替取引が規制され

手続きが煩雑、同一グループ会社間での為替取引の不認可、ルピー建に

よる輸入代金決済が困難、国内取引での外貨建て決済不可などの問題が

ある。 

⑥ その他、小売分野への外資参入規制、投資許認可手続の遅延、インドか

らの対外送金規制、医薬品分野の知財保護の不足、外国出願に関する情

報提供要件の不合理・不明確、さらに物流インフラの未整備・電力供給

の慢性的不足などのインフラ未整備が外資進出の深刻なボトルネック

として指摘。 

 

（図 9）インドの貿易・投資上の問題点：区分別問題件数（2014年） 

2 1
3

17

2
6

1

12

2
7 6

11

1 1
3

7
6

2
4

0

5

10

15

20

外
資
参
入
規
制

国
産
化
要
請
・
現
地
調
達
率

と
恩
典

輸
出
要
請

撤
退
規
制

部
品
産
業
政
策
上
の
規
則

外
資
優
遇
策
の
縮
小

外
資
法
運
用
手
続

投
資
受
入
機
関
の
問
題

輸
出
入
規
制
・
関
税
・
通
関

規
制

自
由
貿
易
地
域
・
経
済
特
区

で
の
活
動
規
制

利
益
回
収

為
替
管
理

金
融

税
制

価
格
規
制

雇
用

知
的
財
産
制
度
運
用

技
術
移
転
要
求

工
業
規
格
、
基
準
安
全
認

証

独
占

土
地
所
有
制
限

環
境
問
題
・
廃
棄
物
処
理
問

題

諸
制
度
・
慣
行
・
非
能
率
な

行
政
手
続

法
制
度
の
未
整
備
、
突
然
の

変
更

政
府
調
達

そ
の
他

（件数）

 



 

- 11 - 

５．

 

中南米ではブラジルが最多、アルゼンチン等で保護主義が継

続、メキシコは対前年増加 

（１）ブラジル：税制、雇用、輸出入規制・関税・通関規制、諸制

度・慣行・非能率な行政手続き、知的財産制度運用がトップ5 

① トップ5の全ての分野を含め、対前年比で指摘数が減少した分野はなし。

税制に関する最大の指摘は、複層化した、高率、多種で、頻繁に変更さ

れ、且つ州による制度の差異が存在する税制である。また税制改正後の

運用細則の整備の遅れや、この税制度が製品コストを押し上げ、価格競

争力をなくすと共に不正なコピー品を増やすとの指摘もある、その他、

OECD モデルに準拠しない特異で不合理な移転価格税制や、税優遇措置

獲得のためのローカルコンテント規制について問題がある。 

② 雇用では、労働者過保護の労働法制の問題がある、企業の経営状況、社

会情勢の変化に合わせた降格、減俸、人員整理、処遇改定が難しく、この

ため、高コストな経営体質を生んでいる。また労働者の権利が強いため、

些細なことでもすぐに裁判となる傾向がある。その他、ビザ発給の遅延、

取得難、及び資本金額や現地人雇用人数と結びついた永久ビザ取得要件

等フレキシブルな人事政策の障害となることへの問題指摘が多い。 

③ 輸出入規制・関税・通関規制では、ます高輸入関税の問題がある。関税

以外に、関税に付加される各種税により高コストとなり、このため周辺

国からの不正輸入・密輸入の流入が多くなっている。また輸入ライセン

スの取得については、手続きの煩雑、遅延、高コスト、許可基準の不透

明さについて指摘が出ている。その他、アルゼンチンとの間の輸出入バ

ランス問題による輸出入規制がある。 

④ 諸制度・慣行・非能率な行政手続きについては、会社設立・許認可取得手

続きを含む、全ての行政・許認可手続きの遅延問題がある。行政が関係す

るほぼ全ての手続きにおいて、大量の書類提出が求められ、複雑な対応の

もとに、手続きに膨大な時間を要する。その他プロコン制度による過度な

消費者保護制度や、税務監査員や税関職員からの賄賂要求の問題がある。 

⑤ 知的財産制度運用については、特許出願件数増加に伴う審査の支援や審

査担当者によるばらつき・レベル差があり、具体的には特許権利化まで

8-9年を要するとの指摘がある。また輸入差し止めの水際措置について

は、措置が不十分なため偽造品が流入していることの他、水際措置規定

が商標権についてのみで、特許侵害製品については規定がないことの問

題指摘もある。またノウハウ供与契約におけるロイヤルティ受取期間や

守秘義務期間の制限等についての問題もある。 
 

（図 10）ブラジルの貿易・投資上の問題点：区分別問題件数（2014年） 
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（２）アルゼンチン:輸出入規制・関税・通関規制、為替管理、

利益回収、法制度の未整備・突然の変更がトップ4 

① 問題指摘のある分野、件数は若干の増減はあるものの、前年度とほぼ同

様である。但し、一件ずつではあるが、本年は知的財産制度運用、独占

の分野に問題指摘が出た。 

② 輸出入規制・関税・通関規制分野では、非自動輸入ライセンス制度

を撤廃するも、輸出入均衡要求、事前輸入宣誓供述制度を継続して

いる。その他に、輸入統制品目、輸入枠制度、輸出規制を併せて行っ

ている。 

③ 為替管理では、外貨購入等の外貨管理規制、ドル保有・ペソ転換要請な

らびに中銀の為替介入による公式為替レートと並行為替レートの乖離

によるインフレの発生等の問題がある。 

④ 利益回収では、海外本国への配当、ロイヤルティ送金がほぼ不可能な送

金規制や外貨収益の現地通貨への交換義務等の問題がある。 

⑤ 法制度の未整備・突然の変更では、十分な市場検証をしないまま、ある

いは国民への事前説明無しに法律の新設、変更が行われるため、事業計

画に支障をきたすことがある。 

 

（図 11）アルゼンチンの貿易・投資上の問題点：区分別問題件数（2014年） 
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（３）メキシコ：税制、輸出入規制・関税・通関規制、雇用、知

的財産制度運用がトップ4 

① 2014 年度税制改正があったため、対前年比で税制分野は大幅増となっ

た。その他、輸出入規制・関税・通関規制、知的財産制度運用、工業規

格・基準安全認証、環境問題・廃棄物処理問題、法制度の未整備・突然

の変更分野で問題数が増加している。 

② 税制については、頻繁な税制改正についての問題指摘がある。具合的に

は、2014 年税制改正の下での IMMEX 認定企業に対する付加価値税の課

税、航空運賃等への付加価値税課税、及び連結納税制度の廃止が、また

税金還付の遅延支援に対する指摘がある。 

③ 輸出入規制・関税・通関規制では、鉄鋼製品に関するモニタリング、輸

入事前通知制度や関税率の引き上げが、その他従業員を雇う必要が出る

ほど複雑なIMMEX制度、電子システムの不具合によるものを含む通関手

続きの煩雑さと遅滞について、問題指摘がある。 

④ 雇用では、移民法の頻繁な変更に伴い発給遅延が生じ、また毎年更新の

必要があるビザの問題、労働者に過保護な労働法制、パフォーマンスに

関係なく支給される労働者利益分配制度の問題がある。 

⑤ 知的財産制度運用については、他社特許を把握するためのデータベース

整備が不十分、特許審査の遅延及び担当者によるレベルのばらつき、そ

の他私的複製補償金制度や私的使用目的での複製制限等著作権者の権

利が及ぶ範囲についての問題指摘がある。 

 

 

（図 12）メキシコの貿易・投資上の問題点：区分別問題件数（2014年） 
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６．ロシアでは高輸入関税、輸入通関手続、就労ビザ取得の困難、

厳格な労働法制、私的複製補償金制度、商標制度・実用新案

特許の審査制度、製品安全規制の不透明性、VAT還付手続の

煩雑、高率の源泉税率等の問題が存在 

① 全般的に高率の輸入関税、WTO協定違反の関税譲許税率の設定、通関手

続の煩雑・不透明性、関税同盟対応のための事務負担増、輸入価格引下

げ時の関税賦課額の据置等が問題。 

② 就労ビザ取得手続の煩雑・困難、過保護かつ厳格な労働法制、外国人に

対する入国拒否要件の厳格化等の問題指摘がある。 

③ 私的複製補償金制度・商標制度の不透明な運用、プログラムの特許保護

対象外扱い、模倣品処理費用の負担、実用新案特許の審査制度の不備等

が問題。 

④ 製品安全規制の不透明性、製品安全規制の細則の公表遅れ、全工場の検

査義務、軽工業製品に対する多数の要求事項、認証情報に関する WEB

公開の義務化等が問題。 

⑤ VAT還付手続の煩雑・還付困難、高率の源泉税率、自動車リサイクル税、

連結納税制度の不在等の問題指摘がある。 

 

 

（図 13）ロシアの貿易・投資上の問題点：区分別問題件数（2014年） 
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７．

 

先進国の問題として、韓国、EU、米国、豪州の問題が多数指

摘、テロ対策での規制への対応やビジネスパーソンの移動や

知的財産権や基準認証などでの障壁の改善の必要とともに、

広域FTAの交渉相手国としても重要 

（１）米国：中国、ブラジル、インドに次いで問題が多い、輸出

入規制・関税・通関規制、雇用、税制、環境問題・廃棄物

処理問題、知的財産制度運用がトップ5 

① 問題指摘分野は前年とほぼ同様の傾向であるが、工業規格・基準安全認

証、外資参入規制分野の問題が減少している 

② 輸出入規制・関税・通関規則では、ゼロイングを継続使用するターゲッ

ト・ダンピング調査の実施や一旦課税されると長期間継続課税されるア

ンチ・ダンピング措置の問題、情報提供負担、船積みリードタイムの延

長、爆発物検査負担について多数の指摘があるテロ対策セキュリティー

問題、サプライチェーン上の大規模調査が必要となる紛争鉱物の情報開

示義務等への指摘が多い。 

③ 雇用では、ビザ・入国管理カード・社会保険番号・運転免許証等の取得

や取扱いに関する問題指摘が多い。具体的には、米国内で更新できない

ビザの制度や、グローバル化・多様化する企業の設立形態や人事政策に

追いついていけないビザの発給規制等である。 

④ 税制については、連邦税と州税を併せて実効税率が40%超となる高率の

法人税の問題、運送や倉庫の保税に要する高いコスト、国際慣行と異な

る財務諸表原則等の問題がある。 

⑤ 環境問題・廃棄物処理問題では、規制対象製品・化学物質・濃度が規定

されていないカリフォルニア州の規制、エネルギー効率報告にあたり機

密扱いしたい製品データについて情報公開可能日の指定ができないこ

と等の問題指摘がある。 

⑥ 知的財産制度運用では、多国間にまたがる出願や情報提供に関する問題

として、第一国出願義務の複数国間での抵触リスクや、外国出願・審査

情報の開示への負担、先行技術の資料開示義務の負担等の指摘がある。 

 

（図 14）米国の貿易・投資上の問題点：区分別問題件数（2014年） 
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（２）EU：高輸入関税、FTA による韓国との関税格差、関税分

類の恣意的運用、実務対応に困難を要する環境規制、私

的複製補償金制度・特許権利化など知的財産権を巡る問

題、労働ビザ申請手続の煩雑、さらなる社会保障協定締

結の必要性、CE マーク取得・添付義務の過重負担等の問

題が存在 

① 自動車・家電製品等の高関税率、EU 韓国 FTA による関税格差、関税分

類の恣意的運用、関税率・関税分類の突然の変更、EU 全体の通関手続

の不調和等の問題が多く指摘されている。 

② REACH規則、RoHS指令、WEEE指令など環境規制への実務対応上の煩雑・

困難性、ナノマテリアル規制、カーボンフットプリント制度、EU 域内

の環境規制の不統一等が問題として指摘。 

③ 私的複製補償金制度、特許権利化の高コストと審査等手続遅延、著作権

補償料制度の域内不統一、欧州統一特許制度の利便性向上の必要など知

的財産権を巡る問題が指摘されている。 

④ 労働ビザ申請・就労許可取得手続の煩雑・困難、域内での社会保障制度

の不調和、社会保障協定の未締結国の存在、労働者の過保護等の雇用問

題が存在。 

⑤ 工業規格・基準安全認証におけるCEマーク取得・添付義務の過重負担、

電池指令におけるQ&A改定の不透明性、工業規格の互換性に関する制度

不備等の問題が指摘されている。 

 

 

（図 15）EUの貿易・投資上の問題点：区分別問題件数（2014年） 
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（３）韓国：知的財産制度運用の問題が最多、高関税の残存と

FTAによる関税格差や外貨流動性確報政策の強化などの問

題があるが、外資政策面では問題指摘無し 

① 知的財産制度運用の分野での指摘が特に多いのが韓国の特徴となって

いる。特許の拒絶査定時、特許査定時において分割出願できないこと、

特許出願におけるマルチのマルチクレームが認容されていないこと、特

許権の間接侵害規定における主観要件がないこと、コンピュータープロ

グラム自体への特許権保護を適用対象外としていること、韓国語以外で

の特許出願不可、国際出願の原文の記載に基づくPCT国際特許出願の手

続補正不可、侵害訴訟における法院での特許権等の有効・無効判断の法

的不安定などの問題指摘がある。 

② 輸出入規制・関税・通関規制では、工業製品への高いMFN輸入関税が長

期にわたって残存しており、韓国が積極的にFTAネットワークを急速に

拡大している状況下、FTAを締結していない日本の製品の関税格差が生

じている。日韓で激しく競合している日本製の鉄鋼製品に関するアンチ

ダンピング措置の濫用と課税の長期化の問題、税関による関税分類の恣

意的適用による高関税賦課の問題、原産地表示の製品への厳格な印字要

件、等がある。 

③ 為替管理では、リーマンショック後再び厳格な外貨流動性確保政策が採

られており、外貨リスクヘッジ目的の外貨借入制限、債権債務相殺・外

貨資金送金規制、外貨建ての夫妻に対する効率の負担金を付加する規制

がある。 

④ 雇用については、経営体力や生産性を無視した労組の賃上げ及び福利処

遇の改善要求、処遇変更における下方硬直性、有給休暇の買取義務廃止

の難しさ、非正規職の有期雇用契約に関する最長2年の雇用期間制限、

就業規則の不利益変更時の同意義務等、労働者過保護の労使慣行・制度

がある。但し、かつて韓国において盛んであった労働争議についての問

題指摘はない。 

⑤ 税制については、付加価値税のゼロ税率の輸出企業に供給する財貨の輸

入や外国法人への役務輸出への適用の必要、日韓租税条約における事業

再編による株式譲渡への課税権に関する規定改定の必要、移転価格評価

の不合理が指摘されている。 

⑥ 一方、韓国においては、アジア通貨危機に際してIMF管理を受けたこと

もあって、積極的な外資誘致政策が採られ、外資参入規制や投資受け入

れ機関の問題、外資優遇策の不足などについて特に指摘されなくなって

いることが特徴である。 

 

（図 16）韓国の貿易・投資上の問題点：区分別問題件数（2014年） 
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（４）オーストラリア：自由貿易を推進しており輸出入規制・関

税・通関規制や外資参入規制等の問題は少なく、雇用、税

制、環境、工業規格の問題指摘の割合が高い 

① 雇用では、熟練労働者が不足しており労働コストが高く労使対立が問題

になっている一方で、外国駐在員への就労ビザ取得手続きの規制強化が

なされ、移民局の対応が一貫性を欠き、ビザ取得の手続きの遅延・コス

ト増などの問題が指摘されている。 

② 税制では、鉱物資源利用税と炭素税の導入によるコスト増、外国駐在員

の遠隔地勤務手当非課税措置の廃止、州毎に異なる税制の複雑、日豪租

税条約の相互協議紛争解決メカニズムの不十分などの問題がある。 

③ 自動車排ガスや天然ガス発電、バイオマス発電、産業植林に関する不合

理な温室効果ガス（GHG）対策制度の実施及び検討している一方で、環

境規制が甘い問題や長期を要する石炭開発プロジェクトでの環境許認

可手続きの問題が指摘されている。 

④ 工業規格・基準安全認証では、ISOとの整合性が不明瞭な豪州独自のAS

規格、州政府独自の自動車安全基準、欧州規格に準拠したインフラ関連

規格等の問題がある。 

⑤ その他、7年間に及ぶ日豪EPA交渉の遅滞（14年 7月署名）、外資の現

地生産に対するインセンティブ不足、外国投資審査委員会の許認可の遅

延、アンチダンピング措置の濫用、州毎に異なる各種免許制度、連邦政

府と州政府の許認可手続きの不透明、港湾業務の遅延・使用慮の大幅引

き上げなどの問題がある。 

 

（図 17）オーストラリアの貿易・投資上の問題点：区分別問題件数（2014年） 
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８．中東・アフリカ 

 

（１）サウジアラビア：独自スペックによる通関検査、通関時の

開品検査、サウジ人の雇用強化、入国ビザ・労働許可取得

手続の煩雑・困難、現地スポンサー（身元引受人）制度等

の問題が存在 

① 独自スペックによる通関検査の煩雑、第三者機関による船積前検査、輸

出品本体への原産地表示の刻印義務、通関時の開品検査、放射能検査等

の問題が指摘されている。 

② サウジ人の雇用強化政策、入国ビザ・労働許可取得手続の煩雑・困難、

入国手続の非効率性、サウジ女性の雇用制限等の問題が存在。 

③ 現地スポンサー（身元引受人）制度の順守義務、公文書の認証取得の困

難、厳格な代理店保護政策など諸制度・行政手続上の問題が指摘されて

いる。 

 

（図 18）サウジアラビアの貿易・投資上の問題点：区分別問題件数（2014年） 
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（２）南アフリカ：高輸入関税、FTA 締結国・地域との関税格差、不合理

な雇用政策、為替管理規制、新税制と実施時期の不透明、VAT 還付

遅延等の問題が存在 

① 高輸入関税、FTA 締結国・地域との関税格差、輸入時の商品盗難が問題

として指摘されている。 

② 就労ビザ更新手続の厳格化、複雑な法規・高賃金・労働者使用の非柔軟

性による不合理な雇用政策、BEE（Black Economic Empowerment）制度の

厳格化等の問題が存在。 

③ 為替予約に対する許認可規制、海外からの資金調達規制、外貨保有規制

など為替管理を巡る問題がある。 

④ 新税制と実施時期の不透明、VAT還付遅延等の税制を巡る問題が存在。 
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（図 19）南アフリカの貿易・投資上の問題点：区分別問題件数（2014年） 
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【世界各国・地域で日本企業が直面する貿易・投資上の問題点項目の一覧表】（2014年） 
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総

計

前

年

度

前

年

度

差

アジア計 32 5 6 2 10 2 9 175 13 13 32 16 99 6 87 74 5 50 5 8 21 37 50 14 52 823 826 -3

ASEAN 6 2 1 9 16 -7

バングラデシュ 1 1 1 4 1 1 1 1 6 2 2 4 25 27 -2

カンボジア 1 4 1 1 1 1 1 1 11 11 0

中国 7 2 3 1 1 1 49 10 3 8 9 34 22 21 5 20 4 4 8 8 17 7 5 249 234 15

香港 1 1 2 1 5 4 1

インド 2 1 3 17 2 6 1 12 2 7 6 11 1 1 3 7 6 2 4 94 80 14

インドネシア 5 2 1 17 3 3 1 11 12 5 2 3 7 1 8 81 85 -4

韓国 9 3 3 5 5 17 4 1 4 3 1 2 57 73 -16

ラオス 2 1 1 2 6 6 0

マカオ 1 1 2 2 0

マレーシア 4 2 12 5 3 4 4 2 2 1 1 2 5 47 49 -2

モンゴル 1 1 2 3 -1

ミャンマー 2 1 4 1 1 1 1 1 3 15 18 -3

パキスタン 1 1 1 3 4 -1

フィリピン 2 1 5 1 5 1 2 1 1 3 1 3 26 27 -1

シンガポール 4 1 7 1 1 2 16 9 7

スリランカ 1 3 1 1 6 3 3

台湾 2 10 1 6 1 2 2 5 3 1 1 34 28 6

タイ 2 1 3 2 16 1 3 6 7 5 3 1 2 1 5 58 61 -3

ベトナム 3 1 1 1 17 1 2 5 1 8 11 7 2 1 2 3 4 1 6 77 86 -9

オセアニア計 1 1 1 1 4 3 2 6 12 3 4 2 1 4 4 3 6 58 39 19

オーストラリア 1 1 1 1 3 2 2 5 9 1 4 2 1 4 4 3 4 48 34 14

ニュージーランド 1 1 3 2 2 9 4 5

パプアニューギニア 1 1 1 0

北米計 3 3 47 1 1 4 3 32 26 15 6 2 1 10 7 10 4 7 182 152 30

NAFTA 1 1 3 -2

カナダ 1 1 5 1 1 6 5 3 1 1 2 1 28 23 5

米国 2 1 27 1 2 1 10 14 5 2 1 8 2 3 3 4 86 83 3

メキシコ 1 14 1 1 1 16 7 7 4 2 5 5 1 2 67 43 24

中南米計 7 8 1 1 4 5 53 5 11 17 10 54 5 51 26 5 12 2 9 9 28 21 1 19 364 313 51

アルゼンチン 1 1 1 10 3 4 2 2 2 1 1 2 1 1 1 3 2 38 38 0

ボリビア 1 1 1 3 2 1

ブラジル 2 7 1 2 3 22 4 5 8 6 36 1 27 10 5 5 4 2 16 7 1 8 182 153 29

チリ 4 1 2 3 2 3 2 2 3 1 2 25 26 -1

コロンビア 1 7 1 1 1 3 1 2 2 1 1 21 20 1

エクアドル 2 2 1 1 1 2 2 11 5 6

パラグアイ 1 1 1

ペルー 2 3 1 7 10 7 2 2 2 5 3 44 40 4

ベネズエラ 2 3 3 3 2 2 8 1 4 2 3 33 24 9

コスタリカ 1 1 1 3 1 2

パナマ 1 1 1 3 3 0

西欧計 1 1 2 40 4 1 31 43 17 9 1 16 10 5 2 4 187 175 12

EU 15 4 6 9 5 1 13 4 1 2 1 61 63 -2

オーストリア 1 1 2 2 0

ベルギー 1 4 1 6 2 4

英国 1 2 4 7 8 -1

デンマーク 1 1 2 2 0

フィンランド 2 2 2 0

フランス 2 1 2 4 1 1 2 13 9 4

ドイツ 1 3 9 3 3 2 1 22 19 3

ギリシャ 2 1 3 3 0

イタリア 2 1 3 1 7 5 2

オランダ 2 1 3 5 -2

ノルウェー 1 1 1 1 4 4 0

ポルトガル 1 1 1 0

スペイン 1 2 1 6 1 1 1 13 10 3

スウェーデン 1 1 2 2 0

スイス 1 1 2 1 1

トルコ 1 1 11 1 1 8 4 2 2 3 2 1 37 37 0

中東欧計 1 1 9 14 2 3 2 3 35 38 -3

ブルガリア 1 1 1 0

チェコ 1 1 1 3 2 1 9 8 1

ハンガリー 2 3 1 2 8 8 0

ポーランド 4 3 1 8 11 -3

ルーマニア 2 2 1 5 7 -2

スロバキア 2 1 3 2 1

スロベニア 1 1 1 0

旧ソ連諸国計 2 2 1 32 1 6 7 16 14 9 1 18 1 1 9 4 1 7 132 118 14

ロシア 2 1 17 3 3 6 7 7 7 5 3 6 67 64 3

ウクライナ 1 6 2 3 8 4 1 1 1 3 1 31 28 3

ベラルーシ 3 1 5 9 4 5

カザフスタン 1 4 2 3 1 1 4 1 1 18 16 2

ウズベキスタン 2 1 1 1 1 1 7 6 1

中東・アフリカ計 11 5 1 1 49 2 4 14 4 27 30 7 3 1 2 5 29 6 1 21 223 209 14

GCC 3 7 1 1 2 1 2 1 18 13 5

アラブ首長国連邦 2 2 1 1 1 2 8 2 19 17 2

バーレーン 1 1 1 0

イラン 2 4 4 1 1 1 1 1 1 16 18 -2

イラク 2 1 1 4 4 0

イスラエル 1 1 4 6 6 0

ヨルダン 1 1 1 3 3 0

レバノン 1 1 1 0

オマーン 1 1 3 1 6 3 3

カタール 1 2 6 1 1 1 3 15 16 -1

サウジアラビア 1 1 1 10 3 9 1 1 4 1 32 33 -1

クウェート 3 3 1 1 5 13 11 2

エジプト 1 5 1 1 2 4 3 1 2 2 22 18 4

ナイジェリア 2 1 1 2 1 2 9 9 0

アルジェリア 1 1 1 1 4 4 0

チュニジア 1 1 2 2 0

モロッコ 1 1 1 1 4 4 0

ガーナ 1 1 1 3 0 3

エチオピア 1 3 4 4 0

ケニア 1 1 1 1 1 5 3 2

タンザニア 2 1 1 1 5 5 0

アンゴラ 1 1 2 1 1

南アフリカ 2 4 3 2 3 4 1 2 2 1 1 2 27 21 6

ジンバブエ 1 1 1 0

モザンビーク 1 1 1 0

総計 56 25 2 9 6 18 2 11 401 21 30 81 43 274 11 277 151 11 102 13 22 68 127 101 23 119 2004 1870 134

前年度 66 23 2 9 6 24 7 10 372 19 28 85 42 237 11 266 113 9 94 11 22 56 121 89 27 121 1870

前年度差 -10 2 0 0 0 -6 -5 1 29 2 2 -4 1 37 0 11 38 2 8 2 0 12 6 12 -4 -2 134

　　　　　　　　区分

　国名

 
http://www.jmcti.org/ 

出典：「2014年各国・地域の貿易・投資上の問題点と要望」（貿易・投資円滑化ビジネス協議会、事務局：日本機械輸出組合） 


